
 
 

平成 29 年の地方からの提案等に関する対応方針【抜粋】 

 

平成 2 9 年 1 2 月 2 6 日 

                              閣 議 決 定 

 

１ 基本的考え方 

地方分権改革については、これまでの成果を基盤とし、地方の発意に根差した新たな取

組を推進することとして、平成 26年から地方分権改革に関する「提案募集方式」を導入

した（「地方分権改革に関する提案募集の実施方針」（平成 26 年４月 30 日地方分権改革

推進本部決定））。 

地方分権改革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基

盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマである。 

平成 29年の取組としては、提案が出されて以降、これまで、地方分権改革有識者会議、

提案募集検討専門部会、地域交通部会等で議論を重ねてきた。 

今後は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2017 改訂版）」（平成 29 年 12月 22日閣

議決定）も踏まえ、以下のとおり、地方公共団体への事務・権限の移譲、義務付け・枠付

けの見直し等を推進する。 

 

６ 義務付け・枠付けの見直し等 

【内閣府】 

（12）災害対策基本法（昭 36法 223） 

（ⅰ）～略～ 

（ⅱ）罹災証明制度の見直しについては、以下の措置を講ずる。 

・罹災証明書の交付の迅速化については、住家の被害認定調査の効率化及び迅速化

に資する写真判定の導入の可能性も含め、内閣府における有識者検討会において、

関係府省等が協力して民間団体等の知見も参考にしつつ検討を行い、平成 29年度

中に結論を得る。その結果に基づき、「災害に係る住家被害認定業務実施体制の手

引き」を改正するなどの必要な措置を講ずることとし、その旨を地方公共団体に

周知する。（関係府省：金融庁及び財務省） 

・住家の被害の程度が半壊に至らない区分であっても、地方公共団体が独自に区分

を設定することが可能であることを明確化するため、独自の区分を設定している

地方公共団体の事例を平成 29年度中に収集し、整理する。その結果に基づき、「災

害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き」を改正するなどの必要な措置を講

ずることとし、その旨を地方公共団体に周知する。 
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